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資料３

役員報酬等の基準

１ 役員報酬の基準

■ 常勤役員（理事長、副理事長、理事）

(1) 報酬月額の上限

区 分 報酬月額の上限

理 事 長 ７９０千円

副理事長 ６４０千円

理 事 ６４０千円

(2) 期末手当

県特別職の例により支給する。

(3) 通勤手当

法人職員の例により支給する。

■ 非常勤役員（非常勤の理事、監事）

(1) 報酬額

区 分 報酬（日額）

理 事 ３０千円

監 事 ３０千円

(2) 通勤手当

法人職員の旅費支給の例により支給する。

２ 退職手当の基準

(1) 退職手当の額

在職期間１年につき、報酬月額１ヶ月分の退職手当を支給する。

（６ヶ月以上は１年とし、６ヶ月未満は切り捨てる。）

(2) 退職手当の特例

① 法人職員から引き続いて役員となった場合は、役員の在職期間を含めて法人職

員の在職期間とみなし、法人職員として退職した場合の額を支給する。

② 役員のうち、県を勧奨または定年によって退職した者には、退職手当を支給し

ない。
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参 考

◆ 役員報酬等に関する規定［地方独立行法人法第48条］

特定地方独立行政法人役員に対する報酬及び退職手当は、

① 役員の業績が考慮されるものでなければならない。

② 法人が支給基準を定め、設立団体の長に届け出るとともに、公表しなけれ

ばならない。

③ 支給基準は、国及び地方公共団体の職員の給与、他の特定地方独立行政法

人及び民間事業の役員の報酬等、当該特定地方独立行政法人の業務の実績及

び認可中期計画の人件費の見積りその他の事情を考慮して定めなければなら

ない。

◆ 報酬にかかる基本的な考え方

① 上限を設定した上で、役員の経歴等を勘案し、設立団体である県と協議のうえ、

報酬月額を決定する。

② 特定地方独立行政法人の役員は、特別職の地方公務員であることから、県の特別

職の例により、期末手当を支給する。

◆ 報酬月額の上限の考え方

○ 特定地方独立行政法人の役員は地方公務員の特別職である。

○ 特定地方独立行政法人は、労使関係において、県企業局と同様「地方公営企

業等の労働関係に関する法律」の適用を受ける。

① 理事長の報酬月額の上限を、公営企業管理者を基礎に、法人の

規模及その他の県特別職との均衡等を考慮し設定

② 副理事長及理事の報酬月額の上限を、理事長及びその他の県特

別職との均衡等を考慮し設定

◆ その他の報酬等について

先行団体の例により支給する。


